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　市の財政運営について市民の皆さんに知っていただくため、「飛騨市財政事情の作成および公表に関する条例」に基づき、
年に２回、予算の執行状況などを公表しています。
　今回は、令和2年度（令和2年9月30日現在）の予算額に対する歳入・歳出額、基金、市債の状況をお知らせします。

●一般会計の執行状況

　市が行う仕事の中心部分となる会計です。皆さんから納めていただいた市税や国から交付される地方交付税を主な収入源と
し、福祉施策やごみ処理、公共施設の整備、小・中学校の運営などさまざまな行政サービスの提供に使われます。

財政課 0577-62-8903

収入済額： 収入率： 支出済額： 執行率：

●特別会計の執行状況 ●基金の現在高

特別会計総額
収入率： 32.2%
執行率： 36.8%

●市債の現在高

●企業会計の執行状況

企業会計総額
収入率： 24.5%
執行率： 28.7％

8億903万円 1億3,445万円1億6,026万円

631,363円
342,086円
48,652円

1,022,101円

148億3,893万円
80億4,006万円
11億4,347万円

240億2,245万円

一 般 会 計
特 別 会 計
企 業 会 計
合 計

7億4,862万円 
6億4,136万円 

予算額 収入済額

119億5,032万円 95億8,476万円　
35億3,778万円 57億4,503万円　

（ 40.5% ）（ 50.4% ）

歳 入 119億5,032万円 50.4% 歳 出 40.5%

歳出総額

95億8,476万円

歳入総額236億8,998万円 236億8,998万円　

 県支出金
（ 13.7% ）

土木費
（ 18.6% ）

公債費

19億263万円 32億3,655万円　
72億6,106万円 44億2,040万円　

総務費
（ 56.3% ）

民生費

 市税
（ 53.8% ）
 地方交付税
（ 69.0% ）
 国庫支出金

50億780万円

25億8,817万円 3億3,702万円　（ 54.8% ）
衛生費

（ 21.5% ）
12億5,340万円 29億7,299万円　

会計名 予算額 収入済額

（ 0.0% ）
 その他

（ 42.0% ）
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86億3,389万円 

22億8,034万円 25億4,131万円　
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０万円

国民健康保険病院事業 18億359万円 4億8,110万円 6億1,417万円

1億8,028万円 6億5,842万円

支出済額
国民健康保険 10億2,457万円 10億3,269万円29億1,709万円

水道事業

17億3,236万円
駐車場事業 634万円 5万円

54億2,470万円 61億2,270万円　

169億7,859万円

　地方公営企業法の適用を受け、営利的な事業を行う会計
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情報施設 4,592万円 2,053万円9,517万円
給食費 975万円 904万円3,374万円

下水道事業（５会計）

（ 41.5% ）

　特定の事業を行うため、一般会計とは別に設置される会計
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企 業 会 計

34億2,734万円

470万円
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会計名

722,401円
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基金現在高 市民１人あたり
139億3,779万円 593,022円

　収入不足や将来の事業に備えて蓄えているお金（貯金）

（ 49.8% ）

（ 33.7% ）

　学校や道路などを整備するために借りたお金（借金）

合 計

14億2,646万円　

■ 予算額 ■ 収入済額 ■ 支出済額

■ 予算額 ■ 収入済額 ■ 支出済額

■ 予算額 ■ 収入済額 ■ 予算額 ■ 支出済額

※数値は万単位であるため、端数処理により合計
や差引が合わない場合があります。市民一人当た
りは、令和２年10月1日現在の人口で算出してい
ます

飛騨市役所企画部地域振興課　0577-62-8904

場
版ドイワ

広の報情

お
知
ら
せ
令和2年度予算の執行状況を公表します（令和2年9月末現在）

特
集飛騨市ふるさと納税

飛騨市の魅力を磨き、全国に届けよう！
寄付者からのメッセージにあるように、飛騨市には多くの方を魅了する特産品や観光資源など様々な強みがあり
ます。市民自らがまちの魅力に目を向け、誇りをもつことは飛騨市の可能性を発掘し、発展につながるのではな
いでしょうか。

市民の皆さんに、魅力あるまちづくりや特産品、飛騨市のふるさと納税について市外で暮らすご家族
や知人にPRをお願いします。
PRチラシやパンフレットは飛騨市役所地域振興課で準備していますのでお気軽にご連絡ください。

寄付者からの主なメッセージ

大きなお米で食べごたえがあります。つやつやして
いて、冷めても美味しいです。

美味しいとうもろこしをありがとうございます!
農家の皆さんのおかけで美味しいとうもろこしが食
べられました!

自治体PR力が非常に高く、ファンクラブなど企画
力も高いです。応援したい特色のある寄付事業が
あるため、これからも寄付を続けられたらと思いま
す。

沢山の自然と美味しいもの満載の飛騨市は、個人
的に住みたい所No.1

飛騨市へ旅行に行ってから、飛騨市の街並みや
食に魅了されました。ラーメンもその一つでしたが、
期待を裏切らない美味しさ。

これからも魅力的な返礼品を期待しております
(^^)いつか飛騨市に遊びに行ってみたいです!

メッセージ付きで良かったです。特産品も作られた
方の愛情が一杯届きました。

家族で焼肉パーティーしました。
飛騨牛は最高ですね!

迅速、丁寧な対応に好感が持てる自治体です!
これからも応援しています!

遠方の為、直ぐには行けれませんが、ふるさと納税
でお気に入りを見つけて、次回、飛騨を訪れた時に
現地でも楽しみたいと思います。

飛騨市のふるさと納税の
PRをお願いします
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岐阜県選挙管理委員会において、選挙期日等が次のとおり決定されました。

■告示日　令和３年１月７日（木）　　■選挙期日　令和３年１月24日（日）

【第20回岐阜県知事選挙　期日前投票事務従事者および期日前投票立会人の募集のお知らせ】
　飛騨市選挙管理委員会では、選挙権を持つ皆さんに選挙への関心を高め、選挙をより身近に感じていただくため、岐阜県知事
選挙の期日前投票事務従事者および期日前投票立会人を募集します。

飛騨市選挙管理委員会
0577-73-7461

場
版ドイワ

広の報情 場
版ドイワ

広の報情

お
知
ら
せ
第20回岐阜県知事選挙のお知らせ

選挙に関する情報は
右のQRコードをご覧ください。
（市公式ホームページ選挙情報）

https://www.city.hida.jp/site/senkyo/

期日前投票事務従事者 期日前投票立会人

身　分

給料または報酬

任用期間

勤務先

勤務時間

応募資格

主な職務

応募方法
申込期限

申込先

会計年度任用職員 非常勤特別職職員

令和３年１月８日（金）～令和３年１月23日（土）
※上記期間のうち、希望する日にち

飛騨市役所および各振興事務所 飛騨市役所

時給880円
・規定の所得税を控除します
・通勤手当、時間外手当あり
・昼食は各自でご準備ください

日額9,000円　
・規定の所得税を控除します
・通勤手当なし（費用弁償として支払います）
・昼食は各自でご準備ください

8：30～20：００のうち
①8:30～17:15（休憩1時間）
②8:30～12:30（休憩なし）
③12:30～17:30（休憩なし）
④12:15～20:00（休憩1時間）
⑤17:15～20:00（休憩なし）
※上記勤務時間で応相談

8：30～20：００（休憩1.5時間）　
※終日の勤務となります

18歳以上 岐阜県知事選挙の選挙権を有する方

期日前投票に係る事務
・投票入場券の受取
・投票人の記録（一部PC操作あり）
・投票用紙の交付
・投票人の案内　等

投票事務を公正に行うための立会
・投票所の開閉や投票箱の封鎖等への立会
・投票人の入場から投票するまでの一連の行為の確認
・投票録の署名　等

市販の履歴書に必要事項を記入し、12月
15日（火）までに提出または郵送により応
募してください。書類選考の上、12月18
日（金）に面接試験を行う予定です。

市公式ホームページ（以下QRコード）の「期日前立会
人申込書」をダウンロードし、必要事項を記載し郵送
いただくか電話にて12月15日（火）までにお申し込
みください。

〒509-4292　飛騨市古川町本町2-22　飛騨市選挙管理委員会　0577-73-7461

お
知
ら
せ
飛騨市店舗バリアフリー化事業補助金制度を新設しました

市では市内の重度障がい者 (児 )の日常生活の便宜を図ることを目的に、入浴、食
事、移動等の自立生活を支援する用具を給付する事業を行っています。この度、重
度障がい者 (児 )がより充実した日常生活を送ることができるよう、以下のとおり
給付対象品目を追加しました。（給付基準額とは、市が本人に支給する上限額です）

■新規追加品目
　視覚障がい者用音声 ICタグレコーダー
■対象者
　身体障害者手帳をお持ちの方(視覚障がい２級以上)
■性能
　ICタグまたはシールに登録した音声内容を専用機により読み上げる機能を有す
るものであって対象者が容易に使用できるもの。
■基準額
　59,800円
■申請方法
　所定の申請書での手続きが必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。

福祉メディアステーション
飛騨ブランチ
0577-34-1316障がい福祉課 0577-73-7483

障がい福祉課 0577-73-7483

お
知
ら
せ

「飛騨市障害者日常生活用具給付等事業」
の給付品目を追加しました

お
知
ら
せ

身体に障がいがある方の
パソコン利用をサポート

パソコンの基本操作や一般的なアプリ
ケーションの使い方、障がいに応じた
入力支援機器の相談など、電話、訪問に
て対応します。お気軽にお問い合わせ
ください。（相談無料）

■対象者
　飛騨市在住で身体障がい者手帳をお
持ちの方

店舗をバリアフリー化することで、障がいのある方が市内店舗をストレスなく利用できることを目的として、店舗をバリアフ
リー化する事業者を支援します。

■対象店舗
　市内で１年以上営業している直接顧客と対面する商売をおこなう小売業、飲食業およびサービス業。

■対象者条件
　・市内に住所を有する個人または法人。
　・市税等滞納がないこと。
　・周辺と調和のとれた街並み景観の形成（飛騨市都市景観条例の規定を順守）に努めること。

■対象となる工事内容など
　①主に接客に要する店舗部分の改造、改装に要する経費（備品購入費や設備は除く）とし、市が認める範囲。
　②バリアフリーに係る工事費用が、30万円（消費税抜き）以上であること。
　③市内に本社もしくは支店・営業所を有している法人または、市内に住所を有する個人事業主が施工するバリアフリー化工
　　事であること。
※老朽化した部分の維持管理修繕や、申請者自らが行う工事業者を伴わない機器、設備等の購入および設置工事など、対象とな
　らない工事があります。詳細は障がい福祉課窓口までお問合せください

■助成内容
　補助対象工事費の３分の２以内とし、限度額200万円

■申込み方法
　事業に着手（事前経費の事前支払も含む）する前に、直接以下にお問い合わせください。（事前審査には２週間程度を要します
ので、余裕をもって申請をお願いします）
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　①主に接客に要する店舗部分の改造、改装に要する経費（備品購入費や設備は除く）とし、市が認める範囲。
　②バリアフリーに係る工事費用が、30万円（消費税抜き）以上であること。
　③市内に本社もしくは支店・営業所を有している法人または、市内に住所を有する個人事業主が施工するバリアフリー化工
　　事であること。
※老朽化した部分の維持管理修繕や、申請者自らが行う工事業者を伴わない機器、設備等の購入および設置工事など、対象とな
　らない工事があります。詳細は障がい福祉課窓口までお問合せください

■助成内容
　補助対象工事費の３分の２以内とし、限度額200万円

■申込み方法
　事業に着手（事前経費の事前支払も含む）する前に、直接以下にお問い合わせください。（事前審査には２週間程度を要します
ので、余裕をもって申請をお願いします）
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新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋および償却資産に
対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告について

募

　
　集
市営住宅入居者募集

都市整備課　 （古川・河合・宮川）
（神岡）

0577-73-0153
0578-82-2254

税務課　 0577-73-3742

※RC造…鉄筋コンクリート造
・入居資格について、所得等の条件がありますので、詳しくはお問い合わせください
・個人番号の記載箇所があるため郵送での受付ができません
　都市整備課または各振興事務所まで直接ご提出ください

■敷　　金　家賃の３カ月分
■申込期間　11月24日(火)～11月30日(月)　 ■入居予定日　令和３年１月１日(金)

公募住宅 森茂住宅打保住宅西忍団地山之村団地 杉原団地

木造2階建

駐車場使用料、共益費別途

神岡町森茂

木造2階建

2DK

宮川町打保宮川町西忍

家賃

間取り 1K

構造・規模

2LDK

公営

(世帯用 )1戸

特定

(単身用 )1戸 (単身用 )１戸

木造2階建

種類

所在地

特定

共益費別途

募集戸数

入居者の所得に応じて決定

神岡町森茂

木造2階建

3LDK

公営

(世帯用 )2 戸

昭和町団地

神岡町殿

RC造4階建

2DK

地優賃

(世帯用 )1戸

サン・アルプ旭Ｃ棟

２DK

神岡町殿

RC造6階建

公営

(世帯用 )１戸

大和団地２号棟

３DK

神岡町船津

RC造４階建

公営

(世帯用 )１戸

公営

(世帯用 )２戸

宮川町杉原

木造2階建

4DK

神岡振興事務所（建設農林課基盤係）

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が一定以上減少している中小事業者の税負担を軽減するため、令和３年度の
固定資産税を軽減する制度が設けられましたので、該当する事業者は期限までに申告されるよう準備をお願いします。

■対象事業者等
　令和２年２月から 10 月の任意の連続する３カ月の事業収入が、前年同期比 30％以上減少している中小事業者等
※上記の「中小事業者等」とは、次の法人または個人をいいます（性風俗関連特殊営業者を除く）
　①資本金の額または出資金の額が１億円以下の法人。ただし、大企業の子会社等（同一の大規模法人から２分の１以上の出資を
　　受ける法人および２以上の大規模法人から３分の２以上の出資を受ける法人）は対象外
　②常時使用する従業員の数が 1,000 人以下である資本または出資を有しない法人および個人

■軽減対象資産
　設備等の償却資産および事業用家屋（土地は軽減の対象になりません）
■軽減率
　①上記の事業収入の対前年同期比減少率30％以上50％未満　→　軽減率：２分の１
　②上記の事業収入の対前年同期比減少率50％以上　→　軽減率：全額
■必要書類
　①申告書　※市公式ホームページ「新型コロナ特設サイト」（下の QR コード）からダウンロード可
　②特例対象資産一覧（償却資産は例年の申告をもって代用）
　③収入減を証する書類（会計帳簿や青色申告決算書の写し等）
　④特例対象家屋の事業用割合を示す書類
■申告手続きの流れ
　上記の必要書類を認定支援機関（税理士、公認会計士、商工会議所、商工会、青色申告会等）へ提出して確認を受けた上で、期限ま
でに市役所税務課へ提出してください。
■申告期限
　令和３年２月１日（月）
※毎年行う償却資産の申告と同じタイミング（令和３年１月）でご提出ください

右のQRコードから申請書を
ダウンロードできます。
（市公式ホームページ）
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住宅用火災警報器は10年を目安に交換を

お
知
ら
せ
飛騨市民カレッジがプレ開校します

お
知
ら
せ

子ども医療費助成の申請はお早めに
（高校生等も対象）

お
知
ら
せ
風しん抗体検査はお済みですか？

飛騨市消防本部　予防課 0577-73-6199

古川町保健センター 0577-73-2948

市民保健課（本庁） 0577-73-7464

生涯学習課
0577-73-7495

古くなった住宅用火災警報器は、電子部品の寿命や電池切れ
などで火災を検知しなくなることがあるため、とても危険で
す。火災を検知できなくなる前に、10年を目安に交換しま
しょう。設置時期を調べるには、本体の「製造年」または、設置
時に記入した「設置年月」を確認してください。

■点検とお手入れについて
　1 年に 1 回は、作動点検しましょう。
　ボタンを押す、またはひもを引いて作動確認をします。
【正常な場合】
　メッセージまたは火災警報音が鳴ります。
【音が鳴らない場合】
　電池を確認してください。それでも鳴らない場合は、故障か
電池切れです。取扱説明書をご覧ください。

多様化、高度化する市民の学習ニーズに対応した、様々な
テーマの学習機会を提供するため、来年度、幅広い知識や技
術をもつ様々な専門家等を講師として招き、大学風に単位
を取得しながら学んでいただける仕組み『飛騨市民カレッ
ジ』を開校します。
そして今年度は、来年度の本格開校に先立ち、５つの講座を
試験的に開校します。

【開校記念講演】
■日時
　11 月 22 日（日）
　飛騨市文化交流センター
■講演内容
　「私のチャレンジ～これま
　 でも、これからも挑戦～」
■講師　村尾信尚氏
　　　　関西学院大学教授

【今後の予定講座】
　11 月 29 日（日）　 田中彰氏「飛騨のお正月～昔と今～」
　  １月 17 日（日）　 原山智氏「飛騨山脈の成り立ち 2020」
　  １月 30 日（土）　茂住修史氏
　　　　　　　　　「飛騨史の学び直し～飛騨史学～」
　  ２月 27 日（土）　益川優子氏
　　　　　　　　　「人はどう生き学ぶか、心の変化を考える」

　詳しくは、10 月末日の折込チラシまたは
市公式 HP（右 QR コード）をご覧ください。

風しんの感染拡大防止のための追加的対策として、抗体保有
率の低い世代の男性に対する抗体検査・予防接種を行って
います。風しんは予防接種で防ぐことができる病気です。風
しんから、ご自身と周りの人を守るため、早めに抗体検査を
受けましょう。

■対象者
　昭和 37 年４月２日～昭和 54 年４月１日生まれの男性の方
※対象の方には、今年４月に『クーポン券』をお送りしています

・風しんへの抵抗力があるか確認するため、抗体検査を受け
　ましょう。
・風しんへの抵抗力が無いこと（抗体なし）がわかった場合、
　風しんへの抵抗力（免疫）をつけるため予防接種を受けま
　しょう。

■費用
　風しんの抗体検査および予防接種は、無料で受けられます。

■クーポン券の有効期限
　令和３年３月 31 日まで

市では、保護者の経済的負担の軽減と適正な受診機会の確保
による子どもたちの健康の保持増進のために、令和２年４月
１日以降の医療機関等での受診分から、高校生等（18歳に達
する日以降最初の年度末までの子ども）も子ども医療費助成
の対象としています。

■助成の内容
　助成内容はこれまでの中学生と同様に、保険診療で支払った
医療費（入院・外来）を助成します。
※ただし、健康保険から高額療養費や附加給付金などが支給さ
　れる場合は、その額を除きます
　医療費は、償還（払戻）となります。医療機関の窓口で医療費を
一旦お支払いいただき、その後、市民保健課または各振興事務
所窓口へ償還（払戻）の申請をしてください。

■申請期間は、医療費を支払った日の翌日から２年以内です
　４月下旬に申請書と認定通知書、償還（払戻）の手続方法の案
内通知を郵送しておりますが、まだ申請をされていない方は、
申請の手続きをお早めにお願いします。
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・個人番号の記載箇所があるため郵送での受付ができません
　都市整備課または各振興事務所まで直接ご提出ください

■敷　　金　家賃の３カ月分
■申込期間　11月24日(火)～11月30日(月)　 ■入居予定日　令和３年１月１日(金)

公募住宅 森茂住宅打保住宅西忍団地山之村団地 杉原団地
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入居者の所得に応じて決定
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昭和町団地
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２DK

神岡町殿

RC造6階建

公営
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３DK
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宮川町杉原

木造2階建
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神岡振興事務所（建設農林課基盤係）

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が一定以上減少している中小事業者の税負担を軽減するため、令和３年度の
固定資産税を軽減する制度が設けられましたので、該当する事業者は期限までに申告されるよう準備をお願いします。

■対象事業者等
　令和２年２月から 10 月の任意の連続する３カ月の事業収入が、前年同期比 30％以上減少している中小事業者等
※上記の「中小事業者等」とは、次の法人または個人をいいます（性風俗関連特殊営業者を除く）
　①資本金の額または出資金の額が１億円以下の法人。ただし、大企業の子会社等（同一の大規模法人から２分の１以上の出資を
　　受ける法人および２以上の大規模法人から３分の２以上の出資を受ける法人）は対象外
　②常時使用する従業員の数が 1,000 人以下である資本または出資を有しない法人および個人

■軽減対象資産
　設備等の償却資産および事業用家屋（土地は軽減の対象になりません）
■軽減率
　①上記の事業収入の対前年同期比減少率30％以上50％未満　→　軽減率：２分の１
　②上記の事業収入の対前年同期比減少率50％以上　→　軽減率：全額
■必要書類
　①申告書　※市公式ホームページ「新型コロナ特設サイト」（下の QR コード）からダウンロード可
　②特例対象資産一覧（償却資産は例年の申告をもって代用）
　③収入減を証する書類（会計帳簿や青色申告決算書の写し等）
　④特例対象家屋の事業用割合を示す書類
■申告手続きの流れ
　上記の必要書類を認定支援機関（税理士、公認会計士、商工会議所、商工会、青色申告会等）へ提出して確認を受けた上で、期限ま
でに市役所税務課へ提出してください。
■申告期限
　令和３年２月１日（月）
※毎年行う償却資産の申告と同じタイミング（令和３年１月）でご提出ください

右のQRコードから申請書を
ダウンロードできます。
（市公式ホームページ）
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古川町保健センター 0577-73-2948

市民保健課（本庁） 0577-73-7464

生涯学習課
0577-73-7495

古くなった住宅用火災警報器は、電子部品の寿命や電池切れ
などで火災を検知しなくなることがあるため、とても危険で
す。火災を検知できなくなる前に、10年を目安に交換しま
しょう。設置時期を調べるには、本体の「製造年」または、設置
時に記入した「設置年月」を確認してください。

■点検とお手入れについて
　1 年に 1 回は、作動点検しましょう。
　ボタンを押す、またはひもを引いて作動確認をします。
【正常な場合】
　メッセージまたは火災警報音が鳴ります。
【音が鳴らない場合】
　電池を確認してください。それでも鳴らない場合は、故障か
電池切れです。取扱説明書をご覧ください。

多様化、高度化する市民の学習ニーズに対応した、様々な
テーマの学習機会を提供するため、来年度、幅広い知識や技
術をもつ様々な専門家等を講師として招き、大学風に単位
を取得しながら学んでいただける仕組み『飛騨市民カレッ
ジ』を開校します。
そして今年度は、来年度の本格開校に先立ち、５つの講座を
試験的に開校します。

【開校記念講演】
■日時
　11 月 22 日（日）
　飛騨市文化交流センター
■講演内容
　「私のチャレンジ～これま
　 でも、これからも挑戦～」
■講師　村尾信尚氏
　　　　関西学院大学教授

【今後の予定講座】
　11 月 29 日（日）　 田中彰氏「飛騨のお正月～昔と今～」
　  １月 17 日（日）　 原山智氏「飛騨山脈の成り立ち 2020」
　  １月 30 日（土）　茂住修史氏
　　　　　　　　　「飛騨史の学び直し～飛騨史学～」
　  ２月 27 日（土）　益川優子氏
　　　　　　　　　「人はどう生き学ぶか、心の変化を考える」

　詳しくは、10 月末日の折込チラシまたは
市公式 HP（右 QR コード）をご覧ください。

風しんの感染拡大防止のための追加的対策として、抗体保有
率の低い世代の男性に対する抗体検査・予防接種を行って
います。風しんは予防接種で防ぐことができる病気です。風
しんから、ご自身と周りの人を守るため、早めに抗体検査を
受けましょう。

■対象者
　昭和 37 年４月２日～昭和 54 年４月１日生まれの男性の方
※対象の方には、今年４月に『クーポン券』をお送りしています

・風しんへの抵抗力があるか確認するため、抗体検査を受け
　ましょう。
・風しんへの抵抗力が無いこと（抗体なし）がわかった場合、
　風しんへの抵抗力（免疫）をつけるため予防接種を受けま
　しょう。

■費用
　風しんの抗体検査および予防接種は、無料で受けられます。

■クーポン券の有効期限
　令和３年３月 31 日まで

市では、保護者の経済的負担の軽減と適正な受診機会の確保
による子どもたちの健康の保持増進のために、令和２年４月
１日以降の医療機関等での受診分から、高校生等（18歳に達
する日以降最初の年度末までの子ども）も子ども医療費助成
の対象としています。

■助成の内容
　助成内容はこれまでの中学生と同様に、保険診療で支払った
医療費（入院・外来）を助成します。
※ただし、健康保険から高額療養費や附加給付金などが支給さ
　れる場合は、その額を除きます
　医療費は、償還（払戻）となります。医療機関の窓口で医療費を
一旦お支払いいただき、その後、市民保健課または各振興事務
所窓口へ償還（払戻）の申請をしてください。

■申請期間は、医療費を支払った日の翌日から２年以内です
　４月下旬に申請書と認定通知書、償還（払戻）の手続方法の案
内通知を郵送しておりますが、まだ申請をされていない方は、
申請の手続きをお早めにお願いします。
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お
知
ら
せ
固定資産税について

お
知
ら
せ

軽自動車税（種別割）の
納期変更について（予告）

軽自動車税（種別割）について、納税通
知書発付後の納付期間を十分確保する
ため、令和３年度から納期を従来の４
月から５月に変更することになりまし
たので、納税義務者の方はご承知おき
をお願いします。

固定資産税は毎年１月１日現在に土
地・家屋・償却資産を所有している人
に課税されます。

※所有者とは、登記簿または課税台帳に
登録されている人をいい、１月１日以前
に死亡している場合等は、その固定資産
を現に所有する人（相続人等）が納税義務
者となり納付します。例えば、売買契約が
年内に成立していても登記が翌年（１月
２日以降）になると旧所有者に対して翌
年度分の固定資産税が課税されます。（未
登記家屋の場合は「未登記家屋所有権移
転申請書」の提出が必要になります）

※償却資産は、各企業の決算の前後に関
わらず、１月１日現在において、事業の用
に供しているものは申告が必要です。
　また、令和２年中に家屋の新築、増改築
や取り壊し、土地の地目変更等がありま
すと、翌年度の税額に影響がありますの
で税務課までご連絡ください。

お
知
ら
せ

ご自宅の戸別受信機に
液漏れはありませんか？

市内の各世帯に貸与している同報無線
の戸別受信機について、電池の液漏れ
による故障事例が多発しています。戸
別受信機は、災害発生の恐れがある際
などに、緊急情報や避難情報をお知ら
せするための大切な機器です。液漏れ
による故障を防ぐため、普段は電池を
抜いてご使用ください。

■電池を抜いて電源を入れる際の注意
事項
①乾電池が入っていないことを知らせる
　“赤ランプ”が点滅し、同時に
　“ピッピッ・・”とアラームが鳴ります。
②“緊急音量解除”ボタン（本体表面の
　黄色いボタン）を押して、アラームを止
　めてください。
③赤ランプは、電池を入れない限り点滅
　し続けます。※故障ではありません。
④停電時や持ち出しの際には入れること
　ができるよう、普段から電池を用意し
　ておきましょう。

　使用方法等でご不明な点がありました
ら、以下までお問い合わせください。

お
知
ら
せ

事業者の方へ　
eLTAXによる電子申告を

eLTAX（エルタックス）は、地方税の申
告・納税等の手続きを、インターネッ
ト上で行える便利なシステムです。給
与支払報告などの電子申告・届出や電
子納税が可能です。

※令和３年１月以降、給与支払報告書の
提出義務者のうち、前々年における給与
所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべ
き枚数が100枚以上の事業所は、eLTAX
または光ディスク等による提出が義務
づけられました。

　詳しくはeLTAXホームページ
　（下QRコード）をご覧ください。

お
知
ら
せ

12月から市税（料）の
スマホ決済を拡充します

12月から市税（料）の納付に「auPAY」・
「ゆうちょPay」の利用が可能になりま
す。ぜひご活用ください。

■対象科目
・市・県民税（普通徴収）・固定資産税
・軽自動車税（種別割）・国民健康保険料
・水道料金・下水道等使用料
※バーコードの印字がない納付書では
　利用できませんのでご注意ください

お
知
ら
せ

「消火栓の取り扱い方法」
の動画を作成しました！

飛騨市消防本部では、「消火栓の取り扱
い方法」の動画を作成しました！

※消火栓は初期消火に大きな力を発揮
し、皆さんの大切な財産を守る重要なア
イテムです。しかし、取り扱う上で注意す
べき点がありますのでこの動画を観て、
より早く・より安全に消火栓の操作が
できるようしましょう。
　また、どこに消火栓があり、どこに消火
栓ボックスがあるのか、普段からの確認
をお願いします。

　動画は、飛騨市公式ホームページ（以下
QRコード）からご覧いただけます。

税務課 0577-73-3742税務課
0577-73-3742

飛騨市消防本部
0577-73-0119

危機管理課
0577-62-8902

税務課
0577-73-3742

税務課 0577-73-3742
市民保健課（本庁） 0577-73-7464
水道課 0577-73-7484

各振興事務所（税務担当）

お
知
ら
せ

図書館から
閉館時間変更のお知らせ

お
知
ら
せ

11月は児童虐待
防止推進月間です

子育ての小さな悩みや不安の積み重ね
など、さまざまな理由で起こる児童虐
待は親子を傷つけ苦しめます。そんな
不幸な児童虐待を防ぐ第一歩は、相談
することです。 【12月から閉館時間を変更します】

　飛騨市図書館・飛騨市神岡図書館では、
冬時間として閉館時間を変更します。
■期間　12月～3月
■開館時間　（平日）９：00～19：00
※20：00から1時間の繰り上げ　

【図書館利用者アンケートにご協力を】
■期間　令和3年4月4日（日）まで
■用紙配布場所
　飛騨市図書館、神岡図書館、河合振興事
務所、宮川振興事務所

　WEB 回答もできます。図書館ホーム
ページ（下QRコード）をご覧ください。

お
知
ら
せ

交通事故などで医療保険を
使う場合は必ず届出を！

交通事故などの第三者（自分以外の人）
による行為で病気やケガをし、国民健
康保険証、後期高齢者医療保険証や福
祉医療受給者証を使って治療を受ける
場合は、必ず速やかに市役所担当窓口
へ届出をしてください。

①第三者行為にあったら…
・相手がいる交通事故
・他人のペットなどによるケガ
・不当な暴力や傷害行為によるケガ
・スキー、スノーボードなどの接触事故
②まずは警察に連絡
　警察から事故証明書の交付を受ける。
③市役所に届出
　事故証明などを持って市役所担当窓口
へ、「第三者行為による傷病届」を提出し
てください。

募

　
　集

ハートピア古川「いきいき
健康教室」参加者募集

■日時
　12月11日～３月５日（毎週金曜日）
　全12回　13：30～15：30
■場所　ハートピア古川
■対象　おおむね65歳以上の方
■定員　10人程度
■内容　①健康チェック
　　　　②体操（ストレッチ・筋力運動）
　　　　③健康ミニ講座
■申込期限　12月４日（金）
　参加希望の方は、以下問い合わせ先ま
でご連絡ください。
※教室参加が初回の方を優先させてい
ただきます

お
知
ら
せ

11月は女性に対する
暴力をなくす運動期間です

11月 12日から25日は「女性に対す
る暴力をなくす運動」期間です。11 月
25日は「女性に対する暴力撤廃国際日
」です。配偶者等からの暴力（DV）、性犯
罪、ストーカー行為などの女性への暴
力は決して許されません。自分自身や
あなたの周りの人が悩んでいたら、勇
気を出して以下へ通報・相談ください。

※メール相談を随時受け付けています。
下のQRコードからご利用ください。

募

　
　集

飛騨市・新港郷友好
クラブ会員募集中

市では友好都市台湾新港郷との交流を
推進する「飛騨市・新港郷友好クラブ」
を開設しました。この機会にぜひご入
会ください！（入会費無料）
■特典
・定期的に飛騨市・新港郷の街の旬な情
　報や見どころをお届け！
・ツアー等の交流イベントを企画し参加
　者を募集します！
・飛騨市、台湾新港郷の対象店舗で10%
　OFF、入館料無料等サービスが受けら
　れます！
※飛騨市内の店舗特典は飛騨市ファン
　クラブ特典と同様です
■入会方法
下の QR コードまたは総合政策課窓口
およびお電話にてお申し込みいただけ
ます。

市民保健課（本庁）
0577-73-7464

総合政策課
0577-73-6558

飛騨市図書館
0577-73-5600

地域包括支援センター
0577-73-6233

・あなた自身が出産や子育てに悩んだら
・周りの親子で気になる様子などがあれば
・虐待を受けたと思われる子どもがいたら

　勇気をだして以下の相談窓口へ相談・連
絡してください。
※連絡は匿名で行うことも可能です。連絡
　者や連絡内容に関する秘密は守られます

■相談窓口
児童相談所全国共通ダイヤル
　１８９（いちはやく）
飛騨子ども相談センター
　 0577-32-0594
ひだ子ども家庭支援センターぱすてる
　 0577-37-1061
子育て応援課
　 0577-73-2458

ＤＶ相談+
メール相談

（２４時間受付）

■相談・通報窓口
ＤＶ相談ナビ　　＃８００８（はれれば）
ＤＶ相談ナビ＋　　0120-279-889
配偶者暴力相談支援センター
　 0577-36-2531
岐阜県女性相談センター
　 058-213-2131
子育て応援課　　0577-73-2458

飛騨市・新港郷友好
クラブ入会申込フォーム▶
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お
知
ら
せ
固定資産税について

お
知
ら
せ

軽自動車税（種別割）の
納期変更について（予告）

軽自動車税（種別割）について、納税通
知書発付後の納付期間を十分確保する
ため、令和３年度から納期を従来の４
月から５月に変更することになりまし
たので、納税義務者の方はご承知おき
をお願いします。

固定資産税は毎年１月１日現在に土
地・家屋・償却資産を所有している人
に課税されます。

※所有者とは、登記簿または課税台帳に
登録されている人をいい、１月１日以前
に死亡している場合等は、その固定資産
を現に所有する人（相続人等）が納税義務
者となり納付します。例えば、売買契約が
年内に成立していても登記が翌年（１月
２日以降）になると旧所有者に対して翌
年度分の固定資産税が課税されます。（未
登記家屋の場合は「未登記家屋所有権移
転申請書」の提出が必要になります）

※償却資産は、各企業の決算の前後に関
わらず、１月１日現在において、事業の用
に供しているものは申告が必要です。
　また、令和２年中に家屋の新築、増改築
や取り壊し、土地の地目変更等がありま
すと、翌年度の税額に影響がありますの
で税務課までご連絡ください。

お
知
ら
せ

ご自宅の戸別受信機に
液漏れはありませんか？

市内の各世帯に貸与している同報無線
の戸別受信機について、電池の液漏れ
による故障事例が多発しています。戸
別受信機は、災害発生の恐れがある際
などに、緊急情報や避難情報をお知ら
せするための大切な機器です。液漏れ
による故障を防ぐため、普段は電池を
抜いてご使用ください。

■電池を抜いて電源を入れる際の注意
事項
①乾電池が入っていないことを知らせる
　“赤ランプ”が点滅し、同時に
　“ピッピッ・・”とアラームが鳴ります。
②“緊急音量解除”ボタン（本体表面の
　黄色いボタン）を押して、アラームを止
　めてください。
③赤ランプは、電池を入れない限り点滅
　し続けます。※故障ではありません。
④停電時や持ち出しの際には入れること
　ができるよう、普段から電池を用意し
　ておきましょう。

　使用方法等でご不明な点がありました
ら、以下までお問い合わせください。

お
知
ら
せ

事業者の方へ　
eLTAXによる電子申告を

eLTAX（エルタックス）は、地方税の申
告・納税等の手続きを、インターネッ
ト上で行える便利なシステムです。給
与支払報告などの電子申告・届出や電
子納税が可能です。

※令和３年１月以降、給与支払報告書の
提出義務者のうち、前々年における給与
所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべ
き枚数が100枚以上の事業所は、eLTAX
または光ディスク等による提出が義務
づけられました。

　詳しくはeLTAXホームページ
　（下QRコード）をご覧ください。

お
知
ら
せ

12月から市税（料）の
スマホ決済を拡充します

12月から市税（料）の納付に「auPAY」・
「ゆうちょPay」の利用が可能になりま
す。ぜひご活用ください。

■対象科目
・市・県民税（普通徴収）・固定資産税
・軽自動車税（種別割）・国民健康保険料
・水道料金・下水道等使用料
※バーコードの印字がない納付書では
　利用できませんのでご注意ください

お
知
ら
せ

「消火栓の取り扱い方法」
の動画を作成しました！

飛騨市消防本部では、「消火栓の取り扱
い方法」の動画を作成しました！

※消火栓は初期消火に大きな力を発揮
し、皆さんの大切な財産を守る重要なア
イテムです。しかし、取り扱う上で注意す
べき点がありますのでこの動画を観て、
より早く・より安全に消火栓の操作が
できるようしましょう。
　また、どこに消火栓があり、どこに消火
栓ボックスがあるのか、普段からの確認
をお願いします。

　動画は、飛騨市公式ホームページ（以下
QRコード）からご覧いただけます。

税務課 0577-73-3742税務課
0577-73-3742

飛騨市消防本部
0577-73-0119

危機管理課
0577-62-8902

税務課
0577-73-3742

税務課 0577-73-3742
市民保健課（本庁） 0577-73-7464
水道課 0577-73-7484

各振興事務所（税務担当）

お
知
ら
せ

図書館から
閉館時間変更のお知らせ

お
知
ら
せ

11月は児童虐待
防止推進月間です

子育ての小さな悩みや不安の積み重ね
など、さまざまな理由で起こる児童虐
待は親子を傷つけ苦しめます。そんな
不幸な児童虐待を防ぐ第一歩は、相談
することです。 【12月から閉館時間を変更します】

　飛騨市図書館・飛騨市神岡図書館では、
冬時間として閉館時間を変更します。
■期間　12月～3月
■開館時間　（平日）９：00～19：00
※20：00から1時間の繰り上げ　

【図書館利用者アンケートにご協力を】
■期間　令和3年4月4日（日）まで
■用紙配布場所
　飛騨市図書館、神岡図書館、河合振興事
務所、宮川振興事務所

　WEB 回答もできます。図書館ホーム
ページ（下QRコード）をご覧ください。

お
知
ら
せ

交通事故などで医療保険を
使う場合は必ず届出を！

交通事故などの第三者（自分以外の人）
による行為で病気やケガをし、国民健
康保険証、後期高齢者医療保険証や福
祉医療受給者証を使って治療を受ける
場合は、必ず速やかに市役所担当窓口
へ届出をしてください。

①第三者行為にあったら…
・相手がいる交通事故
・他人のペットなどによるケガ
・不当な暴力や傷害行為によるケガ
・スキー、スノーボードなどの接触事故
②まずは警察に連絡
　警察から事故証明書の交付を受ける。
③市役所に届出
　事故証明などを持って市役所担当窓口
へ、「第三者行為による傷病届」を提出し
てください。

募

　
　集

ハートピア古川「いきいき
健康教室」参加者募集

■日時
　12月11日～３月５日（毎週金曜日）
　全12回　13：30～15：30
■場所　ハートピア古川
■対象　おおむね65歳以上の方
■定員　10人程度
■内容　①健康チェック
　　　　②体操（ストレッチ・筋力運動）
　　　　③健康ミニ講座
■申込期限　12月４日（金）
　参加希望の方は、以下問い合わせ先ま
でご連絡ください。
※教室参加が初回の方を優先させてい
ただきます

お
知
ら
せ

11月は女性に対する
暴力をなくす運動期間です

11月 12日から25日は「女性に対す
る暴力をなくす運動」期間です。11 月
25日は「女性に対する暴力撤廃国際日
」です。配偶者等からの暴力（DV）、性犯
罪、ストーカー行為などの女性への暴
力は決して許されません。自分自身や
あなたの周りの人が悩んでいたら、勇
気を出して以下へ通報・相談ください。

※メール相談を随時受け付けています。
下のQRコードからご利用ください。

募

　
　集

飛騨市・新港郷友好
クラブ会員募集中

市では友好都市台湾新港郷との交流を
推進する「飛騨市・新港郷友好クラブ」
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クラブ入会申込フォーム▶
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こころといのちの
相談窓口

相談窓口情報を悩み別に検索できるサイト（QRコード）です。
電話でのご相談も受け付けています。

こころの健康相談統一ダイヤル　℡0570-064-556

飛騨警察署
0577-73-0110

一般向けのオススメ 児童向けのオススメ

図 書 館 に お い で よ 新着図書ピックアップ

飛騨市図書館 0577-73-5600 https://hida-lib.jp

飛騨警察署からのお知らせ

「運転に不安を
　　感じたらまずは相談」
　加齢に伴い視野障害や筋力の衰えなど、
身体機能が低下すると、運転操作のミスへ
とつながり、交通事故を引き起こす可能性
が高まります。
　岐阜県警では、高齢ドライバーや家族の
皆さんを対象とした専用の相談ダイヤルを
開設していますので、お気軽にご相談くだ
さい。

「最近ちょっとちがうな」「おかしいな」
と感じたらお気軽にご相談ください。

安全運転相談ダイヤル　
＃８０８０
（シャープはればれ）
■受付時間
　平日　8：30～17：15
　（通話料は利用者負担となります）

　1990年、トルコ。ひとりの娼婦が息
絶えようとしていた。しかし、心臓が止
まった後も意識は続いていた―10分
38秒の間。痛み、苦しみ、そして喜びが
溢れだす生命の物語。

　14歳とありますが、大人向けと思っ
て読んでほしい。新型コロナに限らず、
私たちの一生について回る免疫やワク
チンの話も。

相談コーナー
相談名・相談内容 要予約 実施日 時間 場所 問い合わせ

エリフ・シャファク／
著、北田絵里子／訳　早川書房

仲野徹／著　河出書房新社

『レイラの最後の10分38秒』『みんなに話したくなる感染症の
はなし　14歳からのウイルス・
細菌・免疫入門』

若者就労相談
(若者を対象とした就労相談)

ハローワーク出張相談
(職業相談、シルバー人材入会説明)

働き方改革出張相談
(労働時間、人材確保・育成などに関する相談)

こころの相談室
(精神保健福祉士によるこころの相談)

こころの健康相談
(精神科医師によるこころの相談)

暮らしの相談
(就労・家計・ひきこもりなど暮らしに関する相談)

ＤＶ・児童虐待相談
(ＤＶ・児童虐待に関する専用窓口相談)

ビジネスサポート相談
(売上拡大、経営改善など経営上の相談)

もの忘れ相談
(もの忘れ、認知症の相談)

○

－

－

〇

〇

－

－

○

－

12/2(水)、９(水)
 　16(水)、23(水)
12/10(木)、11(金)

   21(月)、22(火)

12/16(水)

12/16(水)

12/23(水)

12/10(木)

12/16(水)

平日

12/10(木)

12/17(木)

平日

13:00～16:00

10:00～17:00

13:00～17:00

11:00～15:00

13:30～16:30

13:00～15:00

13:30～15:00

8:30～17:15

9:30～11:30

9:00～12:00

8:30～17:15

古川町公民館

古川町商工会

神岡商工会議所

古川町公民館

飛騨市図書館
メディア編集室

ハートピア古川

ハートピア古川

ハートピア古川

神岡町公民館

望ほーむ
古川町金森町（踏切横）

ハートピア古川

県若者サポートステーション
☎058-216-0125
古川町商工会
☎0577-73-2624
商工課
☎0577-62-8901
ハローワーク高山
☎0577-32-1144
ぎふ働き方改革推進支援センター
☎058-201-5832
古川町保健センター
☎0577-73-2948
飛騨保健所
☎0577-33-1111(内線312)

特設人権相談
(毎日の暮らしの問題や悩みごとの相談)

－ 12/4(金) 13:30～15:30 ハートピア古川・河合町公民館
宮川町公民館・神岡町ふれあいセンター

市民保健課（本庁）
☎0577-73-7464

地域包括ケア課
☎070-2237-7730
地域包括支援センター神岡窓口
☎0578-82-1456
地域包括支援センター
☎0577-73-6233

・子育て応援センター ☎080-2621-7281
・児童相談所全国共通ダイヤル

・DV相談ナビ ☎#8008
☎189（24時間365日）

行政書士相談
(相続手続、権利義務関係手続相談など)

消費生活相談員による無料相談
(専門の消費生活相談員が消費生活にかかる相談)

○

○

12/9(水) 13:00～16:00 神岡振興事務所 岐阜県行政書士会
☎058-263-6580

12/2(水) 10:00～15:00 飛騨市役所 総務課
☎0577-73-7461
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